
○岡田議長 次に、錦織議員。

〔錦織議員質問席へ〕

○錦織議員 日本共産党米子市議団の錦織陽子です。

まず、選挙権を保障する選挙の在り方についてお尋ねします。

２月の解散総選挙から、はや一月が経過いたしました。高市首相

は１月２３日、通常国会を冒頭解散し、内閣支持率の高さだけを頼

りに、高市早苗でいいのかを国民が決める選挙という１点で総選挙

を押し切るという作戦を取り、結果、自民党と維新の会が衆議院の

議席の３分の２を大きく超える議席を獲得しました。この選挙は、

政治と金の問題、消費税減税、旧統一教会との癒着など一切触れず

に、急速に高市旋風が吹き荒れ、各政党候補者の公約もよく分から

ないまま投票日を迎えたと言っていいでしょう。解散から投票日ま

で僅か１６日という史上最短、３６年ぶりの２月の総選挙でした。

投票日当日は、鳥取県内はもとより、米子市も大雪に見舞われ、あ

っという間に平地で４２センチの積雪となるという気象条件下で、

米 子 市 の 小 選 挙 区 の 投 票 率 は ４ 4.３ ７ ％ と 前 回 比 マ イ ナ ス １ 1.

０％、鳥取県内でも４ 7.６９％と前回より１ 0.４１％も激減するな

ど、全国最低の投票率となりました。このたびの解散総選挙につい

て、米子市としての受け止め、所見を伺います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。このたびの衆議

院議員選挙は、解散から投開票日までが最短期間であり、加えて、

投開票日当日が大雪となるなど、かつてない厳しい状況下で行わざ

るを得ませんでしたが、本市といたしましては、法令に依拠し、適

正かつ公正な選挙の執行に努めたところであります。以上です。



○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 投票率アップを模索する選挙管理委員会で、この異例

とも言える選挙で米子市も様々な困難があったと思いますが、候補

者ポスター掲示板の変更、投票所の設置や変更はなかったのか、開

票作業の対応はどうだったのかという点についてお伺いします。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。投票所の変更に

つきましては、令和７年の参議院議員選挙後に、投票環境の向上を

図るため、あらかじめ見直しを進めてきたものが大部分でありまし

た。今回の選挙において、通常どおり使用できなかった投票所は、

施設の改修工事、施設の廃止に伴う２件のみでした。候補者掲示板

については、本年６月の市議会議員選挙に向けて昨年１１月から準

備を進めておりましたため、大きな混乱は生じませんでしたが、土

地売 却や 工事等 によ り 変更並 びに 不許 可とな った ものが あり まし

た。開票作業につきましては、特段の問題はありませんでしたが、

開票作業の開票者約１５０名分の駐車スペースを確保するため、会

場周辺の除雪作業には多大な労力を費やすこととなりました。以上

です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 こ こで も 雪の問 題が 大変 だった とい うふう に思 いま

す。

投 票日 は悪天 候が 予 想され たた めに 期日前 投票 が呼び かけ られ

ましたが、周知の体制や結果についてはどうだったのか伺います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 期日前投票の呼びかけ、周知に関し



ましては、本市の防災行政無線やホームページ、投票所入場券等を

活用し周知を図るとともに、報道機関等の御協力も得て広報を実施

したところであります。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 それと、選挙はがきが到着しますと、期日前投票に来

る人も多くなり始めました。期日前投票の呼びかけにより、米子市

の本庁舎など開設された期日前投票所は、駐車場は満杯、いずれも

長蛇の列となり、諦めて帰る方もありましたが、投票所の対応はど

うだったのかお尋ねします。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。期日前投票所は

３か所を開設しましたが、後半の５日間はかつてない混雑を呈した

ため、市ホームページにおいて混雑状況の周知を図りました。長蛇

の列に対しては、職員の動員により誘導整理を行うとともに、障が

いのある方など、配慮を要する有権者の優先案内を行ったところで

ございます。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 混 雑状 況 をホー ムペ ージ で知ら せた という こと です

けれども、あまりこれは見られてなかったというふうに思います。

それで、今回、最高裁判所裁判官の国民審査が、１月２８日から３

１日までの間に期日前投票した方、有権者は審査ができませんでし

た。審査が保障されておらず、これは法令違反はないのかという点

について伺います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。最高裁判所裁判



官国民審査の期日前投票は、平成２６年までは投票日の７日前から

でありましたが、有権者の利便性を図るために、平成２９年の衆議

院議員選挙から期間が同一となりました。しかし、解散から公示ま

での期間が短いケースにおいては、投票日の７日前からとする規定

が残されております。これは、準備期間が短い場合、対象となる裁

判官の氏名を記載した投票用紙の印刷、配送が間に合わない事態を

防ぐために設けられているものであり、今回の最高裁判所裁判官国

民審査の期日前投票の期間設定に当たっては、当てはまるものでご

ざいます。したがいまして、今回の７日前からの期日前投票は、法

令に反するものではございません。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 法 令違 反 ではな かっ たと いうこ とは 確認で きま した

が、期日前投票に行きながら同時に審査ができなかったということ

は、解散から投票日の期間が非常に短かったということによる弊害

だという、この一つだというふうに思います。

さて、以前は、選挙では各政党候補者の政策を知る機会として選

挙公報が全戸に郵送されておりましたが、令和７年４月の米子市長

選挙以降、参議院議員選挙を除いて、選挙公報が新聞折り込みとな

りました。今回のようにテレビでまともに党首討論ができなかった

ような場合、特に選挙公報がないと、ネットも利用しない人にとっ

ては知る機会がありません。政策も分からなければ、選挙への関心

も薄くなってしまいます。頼みの新聞も、近年では新聞購読者数も

年々減少しており、政策を知る機会も激減してしまいます。郵送の

関係と聞いていますが、郵送に戻すことはできないのか、経過につ

いてもお尋ねします。



○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。郵便局の配達日

数の繰下げ、土曜日配達の休止により、期日前投票の期間が長い参

議院議員選挙以外の選挙につきましては、投票日までに郵送する選

挙公報の全戸配布が不可能となりました。この配布方法の変更につ

きましては、広報よなご等で周知を図っておるところでございます。

以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 郵 送に 戻 すこと はで きな いとい うこ とだと 思い ます

が、以前のような郵送が不可能であれば、有権者全員に選挙権を保

障するためにどのような方法で有権者に届くようにするのか、これ

は今後の方針を伺いたいと思います。

○岡田議長 入澤選挙管理委員会委員長。

○入澤選挙管理委員会委員長 お答えいたします。現在、選挙公報

は、参議院議員選挙以外は、新聞購読者世帯約４万 7,０００世帯で

ございますけども、新聞折り込みにより配布するほか、各期日前投

票所、公民館、市内２４か所の郵便局に配置しております。個別に

郵送を希望する方については、随時登録し、別途郵送を行っており

ます。現在約４０名ぐらいです。また、選挙公報は、市長、市議会

議員選挙においては市のホームページに、鳥取県、国の選挙におい

ては鳥取県のホームページに掲載し、対応が図られておるところで

ございます。今後につきましては、多数の市民が利用されます本市

の主要施設、例えば文化ホールとか図書館とか美術館とか体育館等

への配置を進めるとともに、投票所入場券はがきにより周知に努め

てまいるところでございます。以上です。



○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 ホ ーム ペ ージで も検 索が できる とい うふう にお っし

ゃいましたし、郵便で申込みがあればそのようにするということな

んですけれども、今４０名だと。非常に全有権者に対しては少ない

と思います。公報を広げて見比べるっていうことは、やっぱり紙な

らではだというふうに思います。また、一人でも多くの有権者が投

票所に向かうためにも、理解を深めるためにも公報を入手するって

いうことはとても大事なことであり、あらゆる手だてを考えていた

だきたいと思います。それ図書館だとかっていうふうにおっしゃっ

たんですけど、病院だとかスーパーだとか、それとかポスティング

を利用するとか、やっぱりそういうところまでしっかり考えていた

だきたいと要望いたします。

それから、最後に市長にお尋ねいたしますけれども、今回の総選

挙、当日は雪で転倒への不安や、車を駐車場から出せなかったとか、

それで投票を諦めた、行けなかったという話は少なくない方から私

もお聞きしてますし、多分市長もお聞きしておられるんじゃないか

と思いますが、候補者、有権者、それから選挙実務者などにも危険

を伴った厳冬期の選挙だったと思いますが、有権者の参政権、投票

権を 十分 に保障 でき な かった 現場 の声 という もの がある と思 うん

ですが、これ全国市長会から国へ申入れはされたのでしょうか伺い

ます。

○岡田議長 伊木市長。

○伊木市長 まず結論から申し上げますと、そのような申入れはし

てございません。御指摘のとおり、当日の状況というのは雪がたく

さん降りまして、様々な市内各所の混乱があったところでございま



す。しかし、そうした中におきましても、先ほど来、入澤委員長の

ほうから答弁がございますけれども、本市の選挙管理委員会並びに

本市 職員 につき まし て は適切 に選 挙事 務を執 行し ていた だい てた

というふうに思っておりますし、これは鳥取県、確かに御指摘のと

おり、投票率低くなったのはその影響があったかと、雪の影響があ

ったかというふうには思いますが、これを全国市長会の場に出すと

いうことが適切なのかっていうのは、ちょっとやっぱり考えなけれ

ばいけない。というのは、選挙当日にその地域においてどんな、例

えば災害が起きるとかということがあるかっていうのは、それは分

からないことなんですよね。だから、そのことをもって制度に対し

て何かを言うというよりは、それはそれとして受け止めなければい

けない部分なのかなというふうに思いますので、そういう意味も含

めて、特に国政選挙につきましては、もう国のほうの責任で判断、

執行されるべきものというふうに考えております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 北 海道 な んかは 日頃 から 冬とか では たくさ ん雪 も降

る地域もありますし、そういった対応をしてるというところもあり

ますし、災害、ほかの風水害などが起こるという場合もあると思う

んですけれども、ただ、日本全体が非常に危険な状況だったという

ことは確かだというふうに思うので、私はぜひ現場の声、選挙の在

り方、投票の在り方についても、やっぱり協議をしていただきたい

なということを要望しておきたいと思います。

次に、児童文化センター共創施設整備とホスピタルパーク構想に

ついて質問いたします。

昭和５８年、多くの市民の要求と運動で、児童の健全な育成を図



るセンターとして児童文化センターは設立されました。２月の民生

教育委員会で、老朽化した児童文化センターの在り方を検討するに

当たり、鳥取大学医学部再整備の関連で、センターと医学部の体育

館機 能を 共創施 設と し て整備 検討 した いと鳥 取大 学から 提案 があ

ったと報告され、今後、整備に向け協議、検討していくという報告

がございました。私は、鳥大病院が米子市だけでなく西部圏域の医

療の中心的役割を果たし、そして地域貢献としても大きな役割を果

たしてきているということは十分理解しておりますので、協力でき

ることはしたらいいというふうに思います。一方で、新しい施設は、

児童文化センターのこれまでの機能が保障され、拡充した整備でな

ければならないという立場で質問したいと思います。そこで、児童

文化 セン ターに はセ ン ターと して の重 要な役 割が あると いう こと

を承知の上での検討だというふうに考えますけれども、児童文化セ

ンターの現状についてどのように把握しているのか、市長の見解を

求めます。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 児童 文化 セン ターの 現状 につい てで ござ

いますが、児童文化センターは児童の健全育成を図るため長きにわ

たり重要な役割を果たしてきておりますが、老朽化が進んでいるこ

とや、一部の機能が現在のニーズに合致してないといった状況でご

ざいます。こうした状況を踏まえまして、今後の施設の在り方につ

きまして、検討が必要な時期を迎えていると認識しております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 御答弁の中で、センターは一部の機能が現在のニーズ

に合致していない状況にあるというふうに答弁されましたけど、具



体的にはどういったことだったでしょうか。また、それらの聞き取

りは誰がどこで取ったものなんでしょうか伺います。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 一部 ニー ズに 合わな い機 能や聞 き取 りの

主体についてでございますが、現在のニーズに合致しない機能につ

きましては、２階クラブ室の構造がクラブ活動に特化しているため、

平日におきまして有効活用ができないことに加えまして、トイレの

洋式 化率 の低さ や専 用 の授乳 室が 整備 されて ない などで ござ いま

す。このことにつきましては、日常的に行っております市民アンケ

ート など により まし て 御意見 をい ただ いてい ると ころで ござ いま

す。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 説明いただきましたけど、専用の授乳室がないという

ことは確かで、ただ、授乳室も工夫されておりますし、それからト

イレの洋式化っていうのはただここだけじゃなくって、どこの施設

も同じなんです。児童向けに造られた施設なので、一般的な会議に

は不向きだというふうには思います。３つあるクラブの室には、料

理教室や牛乳パック、粘土を使うものから、工具を使って作るもの

づくり道場には本格的な工具もあります。そして、科学、電子顕微

鏡、プラネタリウムなどは、子どもたちを科学、天文学に興味を持

たせる、そういった機会をつくっていますし、少年少女合唱団、お

茶、琴、落語、けん玉、将棋、べいごまなど、日本文化を体験でき

る、知る機会もあります。だから、一般的な会議室とは違うんです。

使いにくいとは思います。そして、児童図書館、プレーパーク、ミ

ニホール、手狭ではあるんですけれども、みんなそこに行けばそろ



っているんです。一つも私は欠けてはいけないと思いますし、今、

企画も次々されてまして、それから奥岩議員だったと思うんですけ

ど、提案があった夜のプラネタリウム、これも今開催されていると

いうふうになっております。努力されております。そして、中海の

景観を味わうこともそこでできるんです。

そういったところでなんですけれども、私は複数の関係者から、

３年 ぐら い前に 老朽 化 した児 童文 化セ ンター の改 修の話 が進 んで

いたけど、途中で急に立ち消えになって、誰に聞いても理由が分か

らなかったと聞きました。改修計画がストップした経過を御説明く

ださい。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 改修 に向 けた 経過に つい てでご ざい ます

が、改修に向けた検討を止めていたわけではなく、現在に至るまで、

施設の在り方につきまして検討を続けてきたところでございます。

議員のおっしゃられますことは、３年くらい前の主に空調設備の改

修に関するものかと思われますが、その実施に当たりましては、半

年間程度の休館と多額の費用が必要となる上、当時はまだ児童文化

セン ター の将来 の在 り 方につ きま して 明確な 方針 が定ま って いな

い中で空調等の改修を先行させるべきではなかったことから、実施

を見送ったものでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 検討を止めたわけじゃないということなんですけど、

改修の話が進んでまして、そのときに、たくさんあるクラブは改修

の期間どこで活動するのか、行き先の段取りもきちんと大体取り組

んでほぼ決まったという矢先だったです。で、理由が分からなかっ



たということを、私、何人の人からも聞きました。それで、答弁の

ように、まだ児童文化センターの将来の在り方について明確な方針

がなかったと。それは空調の改修、先にさせるべきじゃなかったっ

ていう、そういった言われ方は分かるんですけれども、それだった

らそ うい うふう に一 番 身近な 関係 者の 方たち に周 知すべ きだ った

んじゃないでしょうか。クラブやセンターの協力者やボランティア

の皆さんも、共創施設はまさに寝耳に水だったのではないでしょう

か。ホスピタルパーク構想の実現のために、米子市は貴重な芝生公

園を鳥大に提供します。このパークの青写真も今の段階ではないの

で、どのようなパークになるか想像はつかないんですけれども、な

ぜこの上、狭い敷地面積でしかない児童文化センターとの共創施設

整備がこの場所に必要なのか私は分かりません。理解できません。

湊山公園入り口には、児童文化センターの手前に広い日本庭園もあ

りますけれども、この庭園も一体的に今後検討されるのでしょうか

お尋ねします。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬尻こども総本部長 共創施設整備、日本庭園の構想についてで

ございますが、共創施設整備につきましては今後具体的な検討や協

議を行うことになりますが、市民からの要望の多い屋内の広い遊び

場を新たに確保することにより、市民サービスの向上が図れること

や、合築などによる建築や維持管理コストの削減といった財政的効

果などの利点が見込まれるものだと考えております。なお、日本庭

園の敷地の取扱いにつきましては、現時点では考えておりません。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 この資料を見ていただきたいと思います。これですけ



れども、フリップですけども、昨年、２０２５年３月に鳥大の医学

部附 属病 院が発 表し た 再整備 基本 構想 のこの 資料 の中の ４ペ ージ

の再整備プラン案です。このプラン案には、医大の体育館は、この

下のほうにあります。ここですね。ここには保育園が今あります。

そこにあるんです。そして、次に、今年２月米子市が公表した公園

リニューアルの図を出します。ちょっと小さいので分かりにくいと

思いますけれども、今、現在はここに体育館があるんですね、医大

の体育館がね。この体育館を再整備プラン案には、一度は保育所の

下のほうに、図では下のほうに持っていくとのことだったんですけ

れども、医大としては手狭ということで、米子市に持ちかけられた

のではないかということは想像できます。医大に提供するこの芝生

公園の面積は、ここですね、ここはここの漕艇場ですかね、ここの

駐車 場の ところ から 児 童文化 セン ター のここ の道 路のと ころ まで

の敷地の３０％だということです。そこで伊澤副市長にお尋ねした

いんですけれども、この共創施設を造るということは、もう決定済

みの話なんでしょうか。

○岡田議長 伊澤副市長。

○伊澤副市長 これは議員も含めてでありますが、議会のほうに御

報告しているとおりでありまして、鳥大からの御提案を受けて米子

市としても検討に値するのではないかということで、今後、具体的

な検討を進めてまいりたいと、そういう段階にあるということであ

ります。したがって、何か今決まったことがあるかという御質問で

あれば、明確に何か方針が決まっているということではございませ

ん。以上であります。

○岡田議長 錦織議員。



○錦織議員 それを聞いて安心いたしましたけれども、決めるとい

う前には、この共創施設でよいのか市民の意見を聞く場を持つべき

ではないかと思いますけれども、今後、文化センターの運営委員会

や関係団体との意見交換、ワークショップを設けるということなん

ですけれども、そういったことも併せて進めるのか、今、計画を持

っているところをお聞きしたいと思いますが、どうでしょう。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 意見 交換 やワ ークシ ョッ プの計 画や 時期

についてでございますが、今後、運営委員会や関係団体の方々、ま

た市 民の 皆様か らの 御 意見を 伺い なが ら共創 施設 の基本 構想 を策

定することとしておりまして、来年度の早い段階で意見交換やワー

クショップを実施する予定としております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 医大との共創施設整備は、メリットばかりが強調され

ていると思うんですけれども、児童文化センターが持っている機能

は全て継続できるのかお尋ねします。

○岡田議長 瀬尻こども総本部長。

○瀬 尻こ ども総 本部 長 児童 文化 セン ターが 持つ 機能に つい てで

ございますが、児童の健全育成という本来の役割を継承することを

基本といたしまして、その上で、市民の皆様や関係者の意見を踏ま

えつつ、鳥取大学との共創により新たな価値を生み出していく視点

を持ちまして、基本構想の中で検討していきたいと考えております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 基 本構 想 の中で 新た な価 値を生 み出 してい くと いう

ことなんですけれども、今、土日に行きますと、本当にお父さんが



子連れでたくさん来ておられて、隔世の感を私も、があります。乳

幼児連れなら漕艇場の駐車場は遠過ぎますし、古くて手狭ではある

けどみんなそろっています。この四十数年の新しいものも取り入れ

ながら積み上げたものが、あそこにはいっぱい詰まってるんです。

そこで今日まで来ている。屋内の広い遊び場が、要望があるという

ことは私も十分承知しておりますけれども、それは新たに別に造る

という私は提案としたいと思いますし、合築による建築や維持管理

コス トの 削減と いっ た 財政的 な効 果な どが見 込め るとい うこ とで

すが、それでは私はあの児童文化センターの機能損なわれるんじゃ

ないかなというふうに思っております。ここですけれども、本当に

児童文化センターってここなんですよ。それを体育館、どうやって

この 狭い 敷地の 中に 持 ってく るの かな ってい うの がもう とて も疑

問なんです。それで、この共創施設そのものについて、やっぱり私

は市 民的 な議論 を尽 く して児 童文 化セ ンター の今 後の在 り方 を決

めるべきであるし、そのことを要望いたしまして、この質問は終わ

ります。

次に、米子バイオマス発電撤退と企業誘致について質問いたしま

す。

米子バイオマス発電は、２０２３年４月に本格操業を開始し、同

５月、７月に２度の火災、９月に爆発を伴う火災が発生し、稼働中

止。昨年８月に電気事業法に定める発電事業廃止届を国に提出し、

昨年末、事業の撤退を決め、さらに今後、事業経済性が成り立たな

いと １月 ２２日 の地 域 協議会 でバ イオ マス発 電所 を撤退 する こと

を報告しました。また、中部電力をはじめとする合同会社は、民事

再生法の適用申請を行いまして、監督命令を受けていたということ



も報道されております。この土地は、米子市が約半世紀塩漬けにな

っていた崎津工業団地の一角に企業誘致した土地です。そこで、こ

の米 子バ イオマ ス発 電 所に米 子市 が誘 致のた めに 行った 造成 工事

や補助金などの支出はどのようなものがあるのか。また、固定資産

税など収入について、支出と収入の総額と内訳についてお答えいた

だきたいと思います。

○岡田議長 若林経済部長。

○若 林経 済部長 市 の 支出と 収入 の総 額及び 内訳 につい てお 答え

いたします。まず、支出について、事業用地の取得及び整備に要し

た支出の総額は、５億 3,８３９万円でございます。主な内訳は、用

地買収費が約２億 9,９３８万円、設計測量などの委託料が約 7,９１

８万円、造成工事の工事請負費が約１億 2,３７６万円、その他の経

費に加えまして、職員の人件費などの事務費を合計したものでござ

います。なお、本事業に対する補助金の支出はしてないところでご

ざいます。

収入についてお答えいたします。先ほど申し上げました事業費の

整備 に要 した経 費と 同 額の５ 億 3,８ ３ ９ 万 円 で 土 地 を 売 却 し て お

り、その全額を収入としております。なお、事業者が所有する土地、

建物に係る固定資産税額につきましては、個別の納税者に関する情

報でございまして、地方税法上の守秘義務に基づき、答弁は差し控

えさせていただきます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 次に、合同会社は民事再生法の適用申請を行ったとい

うことですが、負債総額は４９億 7,０００万円と巨額であり、債権

者は２７社だということです。米子市内の事業者への影響や相談は



ないのかお尋ねします。

○岡田議長 若林経済部長。

○若林経済部長 現時点におきまして、本市に対して具体的な相談

は寄せられてないところでございます。引き続き状況を注視しなが

ら、適切な対応を行っていきたいと思います。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 分かりました。バイオマス発電は、２０２２年の９月

試験操業時から騒音被害を訴える声があったのに、企業も米子市も

まともに対応をしませんでした。それは企業、３自治連合会、米子

市と交わした生活環境協定書第７条に基づくものでしたが、そもそ

も事 業者 が住民 説明 会 で紹介 した 県外 の３つ のバ イオマ ス発 電所

は、工業地帯沿岸や山間部であり、住民の視察先であった中京工業

地帯 の干 拓地な どは 崎 津の住 宅地 近く に設置 され た発電 所と は全

く地理的条件の違う環境にございました。このことが、多くの近隣

住民に悪夢の被害を及ぼすことになりました。先ほどの収支では、

計算上はとんとんということになるでしょうが、住民の直接的、間

接的被害、また職員のストレスも大きかったと想像いたします。今

後、撤退完了までに数年かかりますが、米子市として完全な誘致の

失敗ではないのか。米子バイオマス発電の総括について、市長の答

弁を求めます。

○岡田議長 伊木市長。

○伊木市長 この米子バイオマス発電所につきましては、最終的に

は撤退ということになりました。比較的短い期間での撤退という事

態に至ったことにつきましては、大変残念に思っております。議員

の御質問では、これは完全な失敗ではないかというお尋ねでござい



ましたけれども、我々にとりまして、米子市にとりましては、失っ

たものももちろんあるわけでございますが、一方で得たものもあっ

たと認識をしております。といいますのは、この用地のまず確保に

つきましては、もともと工業用地として指定されておりましたけれ

ども、いわゆるオーダーメード方式でありましたので、話が決まっ

てからこの土地の買収をしなければいけなかった。なるべくその買

収にかける期間は短くしなければいけなかったということで、市役

所内 に特 別チー ムを つ くりま して 土地 の買収 作業 を行い まし たと

ころ、非常に早い時間で買収を行うことができて、これは事業者に

も喜ばれましたし、またある不動産関係者の方に聞いたんですけれ

ども、事業者の方に聞いたんですけども、米子市役所がここまでス

ピー ディ ーな仕 事を す るとは 思わ なか ったと いう ような 感嘆 の声

もいただいたところでございます。当時から見まして、やはり市役

所職員、非常に力があるなということを確認できた事案でもあった

と思います。本当によくやってくれたというふうに思っております。

そして、もう一つは、やはり長年工業用地として指定されながら

も、いわゆるオーダーメード方式でありましたために使われてこな

かった工業用地、これがこのたび工業用地として一回は使われたと

いうことでございます。今後、事業者のほうは、２年程度を要して

解体撤去するというふうに言っておられますけれども、その後につ

いて何も決まってない、私たちとしては伺ってないとこでございま

すけども、今後の展開、次なる投資を呼び込むということも可能に

なってございます。これはあくまで地権者が決めることでございま

すけれども、必要であれば米子市としても何か応援できることがあ

ればというふうに、手を貸したいというふうには思っているところ



でございます。

そして、もう一つ非常に重要なところなんですけども、このたび

の誘致案件につきましては、事業者のほうが境港の利用をすると、

その点が非常に重要であるということを言われておりました。我々、

日頃、米子市の中での企業誘致をするわけですけども、こうした重

要港湾というものの位置づけを、これが我々米子市にとっても大変

重要 な位 置づけ であ る という こと を改 めて認 識す ること がで きた

わけでございます。今まさに米子－境港高規格道路の誘致活動をし

ているわけでございますけども、米子市にとってやはり重要港湾境

港を いか に生か して い くのか とい う視 点が非 常に 重要で ござ いま

すが、その点についても、この事案一つ取っても確認できた事案で

ございました。そういう意味で、完全な失敗ということではなく、

得る もの もあっ たと い うこと はし っか りと申 し上 げてお きた いと

ころでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 職員もよくやってくれた、いろいろ地の利を生かして

やることも確認できたということですけれども、住民にとっては全

く利益のないことだったんですよね。迷惑だけだったんです。その

ことは言っておきたいと思います。ぜひ、撤退終了まで市として責

任を 持っ て周辺 住民 の 安全確 保や 生活 環境へ の配 慮を求 めて いた

だくよう、これ要望しておきます。

こういう経験も踏まえて、企業誘致に際して、米子市は今後どの

ようなスタンスで行うのか、市長の所見を伺います。

○岡田議長 若林経済部長。

○若林経済部長 企業誘致の今後のスタンスでございますが、本市



といたしましては、地域住民の理解を得ながら、若者の地元定着の

ためにも、魅力的かつ多様な企業誘致を目指してまいりたいと考え

ております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 私は、このバイオマス発電所については、地元住民の

声を伝えるためにこの場で何度も質問にも立ちましたが、企業誘致

が全部駄目ですって言ってるわけではないんです。一般的には、企

業誘致は雇用増、税収増、地域経済の活性化をもたらすものである

と言われていますが、誘致に際しては、やはり環境汚染や住環境を

損なう事業でないこと、そして平和産業であること、そして地元中

小企業を生かすことのできる事業であること、そういったことを常

に念頭に置いて誘致を行っていただきたいということです。そのこ

とを求めて、次の質問に移ります。

次は、熱中症対策です。

２０２２年７月、私が十数年ぶりに米子市議会に議席をいただい

た初議会で、熱中症対策としてクールシェルターを求めましたが、

その後、よなご涼み処が開設になったものの、これは短時間、ちょ

っこし休んでという一時休憩所です。エアコン購入補助については、

この間前進がありません。気象庁が、２０２５年の夏は平年と比べ

2.３６度高く、統計を取り始めてからこれまでで最も高かったと発

表するなど、高齢者や低所得者の世帯などへの熱中症対策が緊急に

必要だというふうに思います。また、２月２４日に気象庁が発表し

た６月から８月の暖候期予報は、気温が高い日が続き、各地で猛暑

のおそれがあるということです。２月２２日には全国的にも気温が

上昇いたしまして、米子市内も２ 3.１度を記録いたしました。今か



ら５月並みで、夏が大変心配されるところです。そこで、今年の米

子市の熱中症対策、どういった計画なのか伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 現時点 での 熱中 症対策 につ いてで ござ いま

すが、今年度の熱中症対策といたしましては、熱中症予防に関する

チラシを自治会回覧をしたほか、市内の中学校での配布や、在宅福

祉員による高齢者の見守り訪問を通じまして配布するとともに、市

ホームページ、広報よなご、市内各所のサイネージ等により周知・

啓発を行ったところでございます。また、先ほど議員さんにも御紹

介をいただきましたけれども、外出時に一時的に暑さをしのげる場

所として、令和６年度から市内各所によなご涼み処を設置いたしま

して、今年度の設置数は９０か所でございました。来年度におきま

しても、あらゆる方法を使いまして市民の皆様に周知・啓発をしま

すとともに、涼みどころの設置についても取り組んでいきたいと考

えております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 今の熱中症対策っていうのは、大体啓発だったという

ふうに思います。有効な対策の冒頭に上げられるのは、適切なエア

コン利用です。買いたくても買えない世帯、それから平成３０年以

前に生活保護利用が始まった世帯には購入費補助、やはり必要だと

思いますが、どうでしょう。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 エアコ ン購 入の 補助制 度に ついて でご ざい

ますが、エアコンを保有しておられない生活保護世帯等に対する本

市独自の購入補助制度は考えてはいないところでございますが、必



要に 応じ まして 生活 福 祉資金 貸付 制度 の活用 など の御案 内を 行っ

ているところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 必 要に 応 じて生 活福 祉資 金貸付 制度 を紹介 して いる

といういつもの回答なんですけれども、令和５年度、令和６年度、

そし て令 和７年 度１ 月 末まで にエ アコ ンを購 入の ために この 生活

福祉資金貸付制度の活用実績について伺います。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 米子市 の社 会福 祉協議 会に 確認を いた しま

したところ、令和５年度は利用がございませんでした。令和６年度

は２件、令和７年度は、令和８年の１月末現在でございますけれど

も、３件でございました。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 紹 介は ど れほど され てい るのか 分か らない んで すけ

れども、結局紹介されて、あっても利用した世帯はなかったり、２

件、３件、年間でなんです、それだけなんですよね。やっぱり利用

しにくいんだというふうに思います。熱中症の警戒アラートが発令

されるような酷暑の下でも、使えない、買えない世帯、深刻な事態

が私は常態化してるというふうに思われます。数年前に熱中症で亡

くなられた方も、この米子市でおられます。境港市の例を私やっぱ

りもう一度紹介させていただきたいんですけども、低所得世帯や平

成３０年度以前から生活保護が始まった、そういった世帯に対して、

エアコン購入と設置費に上限５万円補助。それから、設置事業者は

市内業者限定。手持ち資金が購入金額の２分の１あれば、市が補助

金を直接設置業者に払う受領委任払いもできる。こういうふうにエ



アコン購入補助制度をやっぱり実施して、多くなったらまた補正で

継ぎ足すというふうなことでやられているんですよ。ぜひ、米子で

も考えていただけないでしょうか。

それで、環境省は、令和８年度の暑さ指数、熱中症警戒アラート

等の情報提供は、４月２２日から１０月２１日まで実施するとして

います。２０２５年の熱中症警戒アラートは、鳥取県内では４８回

ありました。熱中症が疑われる救急搬送も年々増加しており、毎年

１５０人以上となっております。２０１８年の１２月に施行された

環境 省の 気候変 動適 応 法の改 正が ２０ ２４年 ４月 に全面 施行 され

ましたが、改正のポイントをお尋ねします。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚田福祉保健部長 改正に基づきまして、気候変動適応法の第２

１条でございますけれども、危険な暑さから避難できる場所として

市町村長が指定した施設である、適切な冷暖房を有してその施設管

理方法が環境省で定められている基準に適合するような施設で、熱

中症 特別 警戒情 報が 発 表され たと きに は一般 に開 放する こと とな

っている、指定暑熱避難施設、クーリングシェルターといいますけ

れども、そういった施設を市町村が指定をして、アラートが発令さ

れた とき には開 放す る という よう なこ とをす るよ うな改 正も 行わ

れたところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 この改正の主なポイントってのは、今、部長が紹介さ

れたように、熱中症対策の強化で、気候変動適応法の改正によって

クー リン グシェ ルタ ー を法的 に指 定暑 熱避難 施設 として 位置 づけ

られたと、ここが大事だと思うんですね。これによって、市町村長



はこ の冷 暖房を 有す る 施設を クー リン グシェ ルタ ーとし て指 定し

て、熱中症特別警戒情報が発表された際には一般に開放するという

ことが義務づけられたということなんです。それで、この気候変動

適応法第２１条に指定暑熱避難施設、クーリングシェルターに位置

づけられている施設は米子市で何か所あるのかお尋ねします。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚田福祉保健部長 現時点では、指定暑熱避難施設、クーリング

シェルターに位置づけている施設はございません。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 今、ないというふうにおっしゃいましたけれども、松

江市では、既にクーリングシェルターとして公共施設中心に、企業

にもなんですけれども、割り振って、時間帯や、それから受入れ人

数はここの場所は１５人とか、ここは１０人とか、そういうふうに

して整理してるんですね。これまでは熱中症特別警戒アラートって

いうのがなかったとしても、今後は分かりません。で、法的にも位

置づけられたクーリングシェルターの体制を取っておくことは、こ

れは大事なことだと思うんですけれども、どうでしょうか。

○岡田議長 塚田福祉保健部長。

○塚 田福 祉保健 部長 法改正 に基 づき まして 指定 できる こと とな

っておりますクーリングシェルターでございますけれども、他市町

村で すと か全国 で指 定 をされ てい る自 治体が ある という こと は承

知をしているところでございます。また、指定につきましての課題

ですとか運用面などもございますので、情報収集などに努めたいと

思っておりますけれども、本市といたしましては、令和６年度から

の取組といたしましてよなご涼み処というところで、これは市内の



公共施設だけではなく、市内の事業所の皆様に御協力をいただきま

して運用しているところでございますので、そちらをまず拡大をし

ていきたいと考えているところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 ち ょっ と 熱中症 って いう ことに つい ての認 識っ てい

うのがどれほどなのかなと思って、死ぬ危険がある、亡くなる方も

おられるんですけども、それを予防するためにどうやったらいいの

かということでこの法整備がされたわけですから、少なくとも周り

を見るということではなくて、米子市はもう進めていくんだという

立場に立っていただきたいというふうに思います。

クーリングシェルターとして指定される施設は、以下の基準を満

たす必要があります。適切な冷房施設を備えていること。熱中症特

別警戒情報が発表された際に一般に開放できること。利用者が滞在

するために必要かつ適切な空間が確保されていること。これらの基

準は最低限のものであり、各自治体は地域の実情に応じて整備する

というふうに書いてありますんで、これはぜひやっていただきたい

と思いますね。

それで、またちょっこし休んでのこのよなご涼み処、２０２４年

以降、公共施設に加えて薬局、スーパーなども協力いただいて、去

年は９０か所だということで広がってまいりましたが、６月１日か

ら９月３０日と期間が決められております。開設の時期や時間など、

余裕を持って協力してもらえるよう、さらなる拡充を求めます。ぜ

ひよろしくお願いいたします。

それで、次、就学援助の充実についてです。

まず、就学援助の給食費補助についてですけれども、これまで７



割補助でした。４月から全小学校の給食無償化が始まります。所要

額は、国、都道府県の折半という立てつけですけれども、米子市は

保護者に一部負担を求めるという方針とされています。その理由に

ついて伺います。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 小 学校 の保護 者に 給食費 の一 部負

担を求める理由について、お答えさせていただきます。今回の件で

すけれども、給食食材費を保護者負担といたします学校給食法は今

回改正されておりませんで、学校給食費の無償化ということはなく

て、給食費負担の抜本的な軽減を行うという施策でございます。し

たがいまして、国の示します基準を超える部分につきまして、引き

続いて保護者負担としたものでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 学 校給 食 法が改 正さ れて ないか らっ ていう こと なん

ですけれども、完全無償化にならないということ、個人負担が残る

ということは、非常に残念です。それでは、小学校の保護者負担の

年間見込額、総額は幾らになるのか伺います。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 小 学校 の保護 者の 負担の 年間 見込

額、総額についてお答えさせていただきます。小学生１人当たり、

年額で約 8,６００円程度、それから小学校全体で年額約 6,６００万

円程度となります。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 小学校の無償化により、これまで小学校の就学援助、

給食費を補助してきた米子市の予算の軽減分について伺います。



○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 こ れま での小 学校 就学援 助の 給食

費についてお答えさせていただきますが、令和６年度の実績で推計

いたしますと約 4,７０８万 7,０００円の軽減となりますが、一方で、

これ まで その財 源と し ており まし た見 合いの 普通 交付税 基準 財政

需要額は算定されなくなって、国の財政措置がなくなるものと考え

ております。以上です。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 国の制度開始により、一般会計から約 4,７００万円が

減るんだけれども、交付税措置がされなくなるっていうようなお話

でしたけれども、それでは就学援助の中学校給食に係る費用を現在

の７割から１０割にするための必要な予算について伺います。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 中 学校 の就学 援助 給食費 の補 助を

１０割にした場合の予算額でございますけれども、補助割合を７割

から１０割に引き上げた場合、令和６年度の実績から推計いたしま

すと、追加で約 1,１５０万円程度の一般財源が必要になるものと考

えております。

○岡田議長 錦織議員。

○錦 織議 員 1,１ ５ ０ 万 円 あ れ ば 中 学 校 の 就 学 援 助 の生 徒さ んの

学校給食、無償化できるということなので、ぜひこれを実施してい

ただきたいというふうに思いますけれども、どうでしょうか。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 現在のところ、中学生の給食費の就

学援助の１０割補助については考えてございません。



○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 残念に思います。学校給食の無償化、引き続き大きな

要望がありますので求めていきたいというふうに思います。

次に、就学援助を受けている児童生徒への学用品の支給について

です。学用品支給は年度末一括でなく分割支給をと、この一般質問

や会派要望でも求めてきましたが、実施できないという回答です。

３学 期分 割にし た場 合 の事務 経費 手続 などの 経費 増は幾 らに なる

のかお尋ねします。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長谷川教育委員会事務局長 準要保護につきまして、３学期に分

割し て支 給した 場合 の 事務経 費に つい てお答 えさ せてい ただ きま

す。これにつきましては、保護者への振込通知に追加の費用が必要

となりまして、現在の約３倍となりますけれども、約４０万円の増

額となります。あわせまして、この事務の手間もおよそ３倍ほどに

なりますので、一定の人件費の相当額も必要となるものと考えてお

ります。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 分割支給をしない理由は何かお尋ねします。

○岡田議長 長谷川教育委員会事務局長。

○長 谷川 教育委 員会 事 務局長 分 割支 給を行 わな い理由 でご ざい

ますけれども、先ほど申し述べましたように、多大な事務経費や事

務能力がかかりますため、考えていないところでございます。

○岡田議長 錦織議員。

○錦織議員 そういったことは、私、理由にならないというふうに

思うんですよね。就学援助制度は、生活保護受給世帯に準じて、経



済的 に困 窮して いる 世 帯の児 童生 徒が 教育の 機会 を奪わ れな いよ

うにとつくられた制度です。その目的、趣旨に沿うなら、学期ごと

に支給するのは当たり前のことだというふうに思います。米子市は、

かつて新入学の５月支給だった新入学学用品費を、新入学準備金と

して ２月 支給と 前倒 し して支 給す るよ うに制 度を 前進さ せて きた

実績があります。教育長、制度の趣旨を生かして、分割支給に踏み

切られてはどうでしょうか。

○岡田議長 浦林教育長。

○浦林教育長 先ほど事務局長が答弁しましたとおり、事務の手続

が増える、それから経費も増えるということで、現時点では考えて

いないところでございます。


